
   ◎「子ども医療費の窓口無料化」の実施について  

 

○目 的 

  子育て支援の充実を図るため、市独自で窓口無料化を実施します。 

 

○実施内容 

 １ 実施時期    平成30年 9月1日（9月診療分）から 

 ２ 対象者     子ども医療費、一人親家庭等医療費、障がい者医療費助成制度の対象と

なる未就学児（6歳到達後最初の 3月 31日まで） 2,824人 

 ３ 対象医療機関  亀山市内の保険医療機関   

           ※市外の保険医療機関は、これまでどおり償還払いとなります。 

４ 実施方式    レセプト請求方式 

 

≪参考≫ 

 

Ａ）従来の方式（償還払い）

③助成額計算結果

Ｂ）窓口無料化の方式（現物給付）

④福祉医療費の支払い

②レセプトによる請求
・社会保険分は支払基金
・国民健康保険分は国保連合会

医療費（２割）の支払い

④福祉医療費の支払い

③福祉医療費の請求

②領収証明書の提出

自己負担なし

⑤支払（保険診療分、福祉医療費分）

①受診（受給資格証提示）

①受診（受給資格証提示）

医療機関
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国保連合会
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○受給資格証見本 

 

     （黄色）                      （白色） 

 

 

亀山市福祉医療費受給資格証 

１．心身障害者   ２．一人親家庭等 

３．子 ど も   ４．６５歳以上心身障害者 

受給資格証 

番   号 
   ＸＸＸＸＸＸＸ 

 

受 

給 

資 

格 

者 

住  所 亀山市本丸町５７７番地 

保護者等

氏 名 
亀山 太郎 

フリガナ カメヤマ ハナコ 

氏  名 亀山 花子 

生年月日 平成３０年 １月 １日 
性

別 
女 

有 効 期 間 
平成３０年 ９月 １日から  

平成３１年 ８月３１日まで  

 

発行機関名 

 

亀 山 市 長【公印】 

交付年月日 平成３０年 ９月 １日 
 

 

現物給付 亀山市内対応医療機関のみ有効 

  亀山市 福祉医療費受給資格証  

※未就学児のみ対象 

公費負担者番号 ８１２４０１０３ 

受給資格証番号 ＸＸＸＸＸＸＸ 

受

給

資

格

者 

住 所 亀山市本丸町５７７番地 

フリガナ カメヤマ  ハナコ 

氏 名 亀山 花子 

生年月日 平成30年1月1日 性別  女 

有効期間 
平成３０年 ９月 １日から 

平成３１年 ８月３１日まで 

発行機関名 亀  山  市  長【公印】 

交付年月日 平成３０年 ９月 １日 

亀山市外へ転出した場合等、資格喪失後は使用できません。 

万が一使用した場合は、亀山市への返金が発生しますので、受給者証は速や

かに返却してください。 

 ※医療機関等の窓口で、健康保険証とともに提示してください。 

 亀山市内の医療機関等においても、現物給付に対応していない場合があり

ますので、受診の前に医療機関等にご確認ください。 
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